
入札説明書 

 

 津軽森林管理署金木支署の令和７年度ナラ枯れ防除事業に係る入札公告に基づ

く一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によ

るものとする。 

 

１ 公告日  令和７年 10 月７日 

 

２ 分任支出負担行為担当官  

       津軽森林管理署金木支署長 髙橋 毅 

 

３ 事業概要 

 （1）事 業 名  ナラ枯れ防除事業請負（中里・小泊地区） 

 

 （2）作業場所    青森県北津軽郡中泊町大字宮野沢 

          字袴腰山国有林 207 林班と 1 小班外 

 

 （3）事業内容  伐倒くん蒸 155 本 56.60m3 

           薬剤注入 119 本 17.05m3 

 

 （4）履行期限  契約締結日の翌日から令和７年 12 月 19 日まで 

 

 （5）本事業の入札は、電子調達システムにより行う。 

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を

得て紙入札方式により入札に参加することができる。 

 

４ 競争参加資格要件等 

  本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。 

（1）  予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。

第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

     なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために

必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 

（2）  令和 07･08･09 年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格の「役務

の提供等（その他）」）を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林

の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示（令和７年１月 31

日）によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級

より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。 

      なお、林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第 45 号）

第５条第３項に基づく認定を受けている事業主（以下「認定事業主」と

いう。）が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に

入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事

業実績（国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完

成、引き渡しが完了した事業実績）を有している者であること。 



    なお、この事業の等級は C 等級である。 

    （参考） 造林の等級区分（資格：役務の提供等（その他）） 

等 級   競争参加者（数値） 

Ａ ７５点以上 

Ｂ ５５点以上７５点未満 

Ｃ ４０点以上５５点未満 

Ｄ ４０点未満 

 

（3）  共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。 

① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。 

② 競争制限とはならない共同事業体であること。  

③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等（その他）」の

資格を有すること。 

④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。 

⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、（2）に定める等級であるこ

と。（代表者が認定事業主である場合においても（2）に定める等級で

あること。） 

 

 （4） 令和 07･08･09 年度全省庁統一資格（全省庁統一資格の「役務の提供 

等（その他）」）を有し、競競争参加を希望する地域において、「東北」

を選択している者であること。（共同事業体にあっては、構成員の全て

が「東北」を選択している者であること。） 

 

 （5） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再

生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（「競争参加者

の資格に関する公示」（令和７年３月 31 日）９（2）に規定する手続き

をした者を除く。）でないこと。 

 

 （6） 平成 22 年４月１日以降（過去 15 年間（入札公告日の属する年度含まな

い））に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績（国有林野事

業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了

した事業実績）がある者とする。 

     なお、同種の事業とは以下に示すそれぞれの同種事業一つずつとする。

ただし、松くい虫防除（伐倒駆除）又はナラ枯れ防除（伐倒くん蒸） 

    の実績がある場合は一つで可とする。 

    ・伐倒くん蒸の同種事業 

     松くい虫防除（伐倒駆除、特別伐倒駆除）、ナラ枯れ防除（伐倒くん

蒸）、立木の伐採及び木材の搬出 

    ・薬剤注入の同種事業 

     薬剤を使用した森林病害虫防除事業 

 

     ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直

近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合

は、発注対象事業と同程度の期間で平成 22 年４月１日以降（過去 15 年

間（入札公告日の属する年度含まない））に対象等級と同規模の事業を



完了した実績（国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請とし

て、完成、引き渡しが完了した事業実績）がある者とする。 

     また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の２年間に、入

札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者

は、入札しようとする者の２年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で

除した平均点が 65 点以上であること。 

 

 （7） 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技

術者の資格のいずれか（次に掲げる（ア）から（ケ）まで）を有してい

ること。 

     技術者の資格とは、以下のとおり 

① 技術士（林業、森林土木、林産） 

② 林業技士（林業経営、林業機械、森林土木、森林評価） 

③ グリーンマイスター（基幹林業技能士） 

④ グリーンワーカー（林業技能作業士） 

⑤ ニューグリーンマイスター（基幹林業作業士） 

⑥ フォレストマネージャー 

⑦ フォレストリーダー 

⑧ フォレストワーカー（林業作業士） 

⑨ 青年林業士 

 なお、上記の資格を有する者がいない場合、平成 22 年４月１日（過去

15 年間（入札公告日の属する年度含まない））に、入札公告の事業又は

同種の事業（国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、

完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの（事業規模

の大きいもの）のうち次の優先順位（①現場代理人として経験した事業、

②現場代理人以外で経験した事業。）に基づくこと。）に３年以上従事

している者であること。  

 また、配置予定技術者の、同種事業に３年以上従事していることを証

明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「３ヶ年度」

分（年度毎に１件）添付すること。 

 

 （8） 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できる

こと。 

      ① チェンソーを使用する作業 

           ア 改正前労働安全衛生規則第 36 条第８号又は第８の２特別教育の

修了者については、伐木等の義務（基発第 0214 第９号第２の１特別

教育（補講））を受講済者であること。 

        イ 改正後労働安全衛生規則第 36 条第８号修了者であること。 

② 刈払機を使用する作業 

              「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底につ

いて（昭和 60 年２月 19 日付け基発第 90 号厚生労働省通達）に基

づく刈払機を使用できる者であること。 

 

  （9） 当該事業の実施において、次に示す資格等のいずれかを有する技能者を 

   配置できること。 

  ①地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザー 



  ②緑の安全管理士 

  ③技術士（農林部門・植物保護又は森林部門・林業） 

  ④樹木医 

⑤①～④に準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格を有している 

   者 

   なお、上記の資格を有しない場合、過去 15 年間（入札公告日の属する年度

含まない）に入札公告の事業又は同種事業(国有林野事業の発注以外の事業を

含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した実績を含む)に２年以上

従事している者であること。 

 

 （10） 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格

確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの

期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制

定について」（昭和 59 年６月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通

知）又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等

措置要領」（平成 26 年 12 月４日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知）

に基づく指名停止を受けていないこと。 

 

（11）以下に定める届出をしていない事業者（届出の義務がない者を除く。）

でないこと。 

・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条規定による届出 

・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条に規定による届出 

・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出 

     

 （12）上記３(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本

若しくは人事面において関連がある業者でないこと。 

① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。 

  該当なし 

② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次

のア又はイに該当する者である。 

ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又

はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている業者 

イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼

ねている場合における当該業者 

 

 （13） 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関

係がないこと。（基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外

の構成員である場合を除く。） 

   ① 資本関係 

          以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の 

    一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 

    ア 親会社と子会社の関係にある場合             

    イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

   ② 人的関係 

     以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、  

    会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除 



     く。 

    ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

    イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

   ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

          その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に

基づき設立された法人等であって、上記（ａ）又は（ｂ）と同視しうる

資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 

(14)  当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する

方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。 

 

(15)  農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について（平成 20 年３

月 31 日付け 19 東経第 178 号局長通知）に基づき、警察当局から当局長

（署長、支署長含む。）に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設

業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要

請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

  (16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）事

業者向け」（令和３年２月 26 日付け２林政経第 458 号林野庁長官通知）

に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。（規範の内容に相当

する既存の取組を含む。） 

    注：「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業） 

    事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個 

    別規範：林業）事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。 

 (https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html) 

 

５ 競争参加資格の確認等 

(1) 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを証

明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書

の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認

定書の写し、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争

参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

    なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けるものとする。 

   上記４（2）の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することが 

   できる。この場合において、上記４(1）及び（3）から（16）までに掲げ 

   る事項を満たしているときは、入札の時において上記４（2）に掲げる事項 

   を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するもの 

   とする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時におい 

   て上記４（2）に掲げる事項を満たしていなければならない。 

       また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと 

   認められた者は、本競争に参加することができない。 

 

  (2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法  

① 提出期間 

令和７年 10 月８日（水）午前９時 00 分から令和７年 10 月 22 日（水）

午後 5 時 00 分まで。 



      なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間（土曜日､日曜日及

び祝日等の行政機関の休日（以下「休日等」という。）を除く。）の午

前９時 00 分から午後 5 時 00 分まで（正午から午後１時までを除く）ま

でとし、郵送の場合は令和７年 10 月 22 日（水）午後５時 00 分までに

必着とする。 

   ② 提出方法 

     申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、

承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式により２部作成し、代表者

又はそれに代わる者が直接以下に持参又は郵送することにより提出する

こと。（郵送による場合は提出期限内必着とする。） 

 

     〒037-0202 青森県五所川原市金木町芦野 200-498 

津軽森林管理署金木支署 総務グループ 経理担当 

     電話 0173-53-3115 

 

  (3)   申請書は東北森林管理局ホームページに掲載している様式により、記入

例に基づき提出すること。 

 

 （4） 資料は、次に従い作成すること。 

 ただし、①別紙様式２の同種事業の実績、②別紙様式３の配置予定技

術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引き渡しが済んでい

るものに限り記載すること。 

① 同種事業の実績 

上記４(7)(9)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績、

発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場

合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注

対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績を別紙様

式２に記載すること。 

なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価

することとし、事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約

金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森

林組合等から聞き取りした数値などにより算定すること。 

   ② 配置予定技術者の同種事業の経験 

 配置を予定する技術者が上記４（7）に示す技術者の資格を有している

場合は、その資格名を別紙様式３に記載すること。記載した資格は、資

格証の写しを提出すること。配置を予定する技術者が技術者の資格を有

していない場合は、入札公告の事業又は同種の事業に従事していること

を判断できる会社名、同種事業の経験等を別紙様式３に記載すること。

なお、同種の事業の現場代理人等（請負契約者本人が現場に常駐して運

営する場合を含む）として、年間少なくとも１回以上従事し、且つ通算

で３年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。従

事期間は連続する３年である必要はないものとする。 

   ③ 従事予定者 

  従事予定者の資格等を別紙様式４に従事予定者別に記載すること。な

お、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資

格等を取得している従事予定者が配置可能であることを判断できるよう



様式に明記すること。 

   ④ 契約書の写し 

①の同種事業の実績、②の配置予定技術者の同種事業の経験において

は、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。な

お、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書

の他に施工管理計画書等の当該事業の内容（同種事業の実績及び技術者

の経験）が証明できる書類を添付すること。必要な書類の添付がないも

のについては入札に参加できないので留意すること。配置予定技術者の、

同種事業に３年以上従事していることを証明するための契約書等を「３

ヶ年度」分添付すること。 

                              

 （5） 資料作成説明会 

資料作成説明会については、原則として実施しない。 

 

   (6)  申請書及び資料の提出がない場合（必要書類の提出不足等も含む）又は

申請書及び資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加でき

ない。 

 

 （7） 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行う。 

                           

 （8） 競争参加資格確認資料のヒアリング 

競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しな 

    い。 

 

 （9） その他 

   ① 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

   ② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の 

確認以外に提出者に無断で使用しない。 

   ③ 提出された申請書等は、返却しない。 

   ④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 

ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないもの

として分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りでは

ない。 

⑤ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載してい

るので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。 

ホーム＞公売・入札情報＞各種要領及びマニュアル＞造林事業請負様式類 

（https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zouri

njigyou_youshiki.html） 

 

６ 競争参加資格の通知等 

(1) 申請書等の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書等の提出

期限の翌日から起算して７日以内（休日等を含む。）に書面により通知する。 

 

(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。 

 



(3) 通知結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次

に従い書面により説明を求めることができる。 

   ① 受付期限 

通知を受けた日の翌日から起算して７日（休日等を除く。）以内。 

   ② 提出先 

上記５(2)②に同じ。 

   ③ 受付時間 

     休日等を除く午前９時 00 分から午後５時 00 分（ただし、正午から午

後１時までを除く。） 

④ その他 

書面は代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送することにより提出

するものとする。（郵送の場合は提出期限内必着とする。） 

 

 （4） 分任支出負担行為担当官は、(3)に掲げる理由についての説明を求める

書面を受け取った日の翌日から起算して７日（休日等を除く。）以内に

書面により回答する。 

 

７ 入札説明書に対する質問 

 （1） この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様

式は任意）により提出すること。 

   ① 受領期限 令和７年 10 月８日（水）午前９時 00 分から令和７年 11

月 10 日（月）午後５時 00 分まで。 

持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前９

時 00 分から午後５時 00 分まで。ただし、正午から午後１

時までを除く。 

   ② 提出場所 上記５(2)②に同じ。 

   ③ 提出方法 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電

送によるものは受け付けない。 

 

 （2）（1）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北

森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。 

(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/

nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html) 

①期間 令和７年 10 月８日（水）から令和７年 11 月 14 日（金）までの休

日等を除く毎日の午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。 

   ②場所 上記５(2)②に同じ。 

 

８ 入札及び開札の日時及び場所等 

    本事業の入札は、電子調達システムにより行う。 

なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得

て紙入札方式により参加することができる。 

  (1)  電子調達により参加する場合 

      令和７年 11月 12 日（水）午前９時 00分から令和７年 11月 14 日（金）

午後５時 00 分まで。 

  (2)  紙入札により入札する場合 

      令和７年 11 月 17 日（月）午前９時 45 分から午前 10 時 00 分まで。 



      なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和７年 11 月 14 日（金） 

     午後５時 00 分までに必着とする。入札書の日付は令和７年 11 月 17 

     日とする。 

 

(3)  入札及び開札の日時 

令和７年 11 月 17 日（月）午前 10 時 00 分 

 

  (4)  入札及び開札場所 

      〒037-0202 青森県五所川原市金木町芦野 200-498 

      津軽森林管理署金木支署 会議室 

 

(5)   入札書の提出方法 

   入札書は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得

て紙入札による場合は、所定の様式（東北森林管理局競争契約入札心得様

式第３号）による入札書を直接に又は郵便（書留郵便に限る。）により提

出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。 

     郵送により入札書を提出する場合は、書留郵便に限ることとし、封筒を

二重に使用し、その内封筒には入札書を、その外封筒には分任支出負担行

為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確

認通知書の写しを入れ提出すること。 

      なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。 

 

(6)   紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為

担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを

提出すること。（郵送の場合は同封すること。） 

 

(7)   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の

10 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入

札書に記載すること。 

 

 （8）  開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに

再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札

による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達

システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初

の入札に参加した者とする。 

 

（9） 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ち 

   に再度の入札を行うことがある。この場合、第１回目の最低の入札価格 

   を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第３回目に行う入札につ 

   いても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則２回 

   とし、最高でも３回を限度とする。 

 

９ 入札保証金及び契約保証金 



  (1)   入札保証金 免除する 

 

  (2)   契約保証金 免除する。（前払金の規定を適用する場合は、契約保証金

を求めることとする。） 

 

(3)   予決令第 86 条に規定する調査（低入札価格調査）を受けたものに係る

契約保証金の額は請負代金額の 10 分の３以上とし、前金払いの額は請負

代金額の 10 分の２以内とする。 

 

10 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出 

 

  (1)  積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。 

 

  (2)   紙入札により入札する場合は、入札に際し、入札書に記載される入札金

額に対応した積算内訳書を所定の様式（素材生産事業請負及び造林事業請

負の積算内訳書）により提出すること。 

  

  (3)  提出された積算内訳書は返却しない。 

 

   (4)   入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、

記名及び押印した積算内訳書を入札書とともに提出すること。 

 

(5)   入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入で

ある等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすること

がある。 

また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場

合がある。 

 

11 開札 

    開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち

会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、

入札執行事務に関係ない職員を立ち会わせ開札を行う。 

 

12 入札の無効 

  入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記 

 載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において

示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行っ

た者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

  なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者で

あっても、開札時点において４に掲げる資格のないものは、競争参加資格のな

い者に該当する。 

 

13 配置予定技術者（現場代理人）の確認 

  実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認め

られる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術

者を変更できるものとする。 



 (1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。  

 

(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生 

じ、事業期間が延長された場合。  

 

(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合（大規模な事業の場合）。 

 

いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期

とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した

資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 

 

14 落札者の決定方法 

（1） 落札者の決定は競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79

条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 

 

(2)  予定価格が１千万円を超える契約については、落札者となるべき者の入 

札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は 15 に示すと

おり、予決令第 86 条の調査を行うものとする。 

 

15 調査基準価格を下回った場合の措置 

落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場

合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認める

か否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うと

ともに、関係機関の意見照会等の調査（以下、「低入札価格調査」という。）

を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期

は行わない。 

(1)  提出を求める資料等 

① その価格により入札した理由 

② 積算内訳書 

③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳 

④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況 

⑤ 配置予定技術者名簿 

⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況 

⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件 

⑧ 手持ち資材等の状況 

⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係 

⑩ 手持ち機械の状況 

⑪ 労務者等の確保計画 

⑫ 事業別労務者等配置計画 

⑬ 月別就労予定表 

⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者 

⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等 

⑯ 安全管理に関する資料 

⑰ 財務諸表及び賃金台帳 

⑱ 誓約書 



⑲ その他、分任支出負担行為担当官が必要と認める資料 

 

(2)  説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日

から起算して７日以内（休日等を除く。）とし、提出期限後の差し替え及

び再提出は認めないものとする。 

また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取

に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合

性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する

条件に違反した入札としてその入札を無効とする。 

 

(3)  契約担当官が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日

の翌日から起算して５日以内（休日等を除く。）とし、提出期限後の差し

替え及び再提出は認めないものとする。 

また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合な

ど調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないある

いは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入

札としてその入札を無効とする。 

① 積算内訳書等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む）に関

する見積書等積算根拠 

② 手持資材に関する数量、保管状況写真 

③ 販売店等の作成した見積書等 

④ 手持機械の状況の写真 

⑤ 労務を供給事業者の承諾書 

⑥ 賃金台帳等 

⑦ 過去３ヵ年の財務諸表 

⑧ 資料提出時における社員すべての名簿 

 

(4)  入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場

合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領

に基づく指名停止を行うことがある。 

 

(5)  低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書

によるほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」（平成 21

年４月 22 日付け 21 東経第 44 号局長通知）によるものとする。 

 

16 契約書作成の要否等 

  （1） 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書（案）

に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して７

日（休日等を除く。）以内に契約を締結するものとする。 

 

 （2） 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、ま

ず、その者が契約書に記名押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当

該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。 

 

 （3）（2）の場合において、分任支出負担行為担当官が記名押印したときは、

当該契約書の１通を契約の相手方に送付するものとする。 



 

 （4） 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国

通貨に限るものとする。 

 

 （5） 分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しな

ければ、本契約は確定しないものとする。 

 

16 支払条件 

① 前金払  無（契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。） 

 

② 中間前金払及び部分払  部分払いのみ 有  

（落札者の選択事項である。） 

 

③ 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請 

求等に伴う違約金の額については、国有林野事業造林事業請負契約約款

第４条第２項中「10 分の１」を「10 分の３」に、第５項中「10 分の１」

を「10 分の３」に、第 55 条第２項中「10 分の１」を「10 分の３」に読

み替えるものとする。 

  また、前金払については、国有林野事業造林事業請負契約約款第 35 

条第１項中「10 分の４」を「10 分の２」に、第５項中「10 分の４」  

を「10 分の２」に、「10 分の６」を「10 分の４」に、第６項中「10 分

の５」を「10 分の３」に、「10 分の６」を「10 分の４」に読み替える

ものとする。 

 

18 関連情報を入手するための照会窓口  

  上記５(2)②に同じ。 

 

19 その他 

 （1） 入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読

し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林

管理局競争契約入札心得の東北森林管理局ホームページの掲載場所は以

下のとおりです。 

    ホーム> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル 

(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/in

dex.html) 

 

 （2） 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領

に基づく指名停止を行うことがある。 

 

 （3） 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該事業の現

場に常駐すること。 

 

 （4） 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第 20 条の全ての要件を

満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を

下請負とすることはできないものとする。 

 



 （5） 入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の２年間に、入札公告の

事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全て

の事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。 

 

  （6） 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格につい

ては、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定して

います。 

    詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。 

    造林事業請負予定価格積算要領 

    (https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html) 


